
  

 角地－05 

角地 5（43 通路等の解説 2） 

（関係条文）法 53条・法 43条 

 規則 10 条の 3・市施行細則 15 条 

1 項に定める「43 空地」の法上の取扱い 

 

             43 空地の幅員≧４ｍ 

       

         後退済で空地の形態が将来においても 注 1 

         確保される状況であること 

 

             後退部分敷面から除外 

 

             角 地 適 用 有 

 

            【43 空地部分＋後退部分】 

              に対しての扱い 

 

       集団規定  

単体規定 

 

             43 空地の幅員<４ｍ 

 

                      

 

 

             角 地 適 用 無     

 

             【43 空地部分】 

              に対しての扱い 

 

            集団規定 

            単体規定 

 

 

 

備考 

 

 

西宮市建築基準法取扱い基準 
2010.04.01 
2014.10.01 
2015.04.01 

55 

 

空地の中心より２ｍ以上  注 2   YES 
後退、形態築造済 
 
 
     NO 

後 退 無 

注 1、空地が共有になっている等、空地の担保性 
   がある。 
注 2、確認申請時、後退がなされる前の現況通路幅員の 
   中心よりの２ｍ後退済 

： 隣 地 

YES 

NO 

： その他これらに類する空地 


